
品川区防水板設置等工事助成要綱

制定 昭和６２年６月２６日区長決定要綱 第４７号

   改定 平成１２年９月４日区長決定要綱 第１２１号

改定 平成１５年２月２５日部長決定要綱 第 ６ 号

                         改定 平成２１年３月２７日部長決定要綱 第１３７号

                         改定 平成２６年１月２３日区長決定要綱 第 １ 号

改定 平成２７年１月２２日部長決定要綱 第４５２号

（目的）

第１条 この要綱は、水害のおそれのある地域において、浸水による被害の軽減を

図るため、住宅、店舗、事務所等に防水板の設置およびその設置に伴う関連工事（以

下「防水板設置等工事」という。）を行おうとする者に対する助成金の交付につい

て必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱で｢防水板｣とは､建築物の出入口等に設置し､浸水に絶える材質で､

取りはずしまたは移動が可能なもの（原則として金属板）とする。

２ この要綱で「関連工事」とは、防水効果を高めるために行う工事で、次のも

のを言う。

（１）内外壁の防水工事

（２）土間コンクリート打設工事

（３）前 2 号に掲げるもののほか、区長が必要と認める工事

（助成対象者）

第３条 区長は、品川区内で防水板設置等工事を行う住宅、店舗、事務所等の所有

者または使用者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、立地地盤が標高５メートルより高く、平成１５年

２月２５日以降に建築確認を得て工事を行った建築物のうち、次の要件に該当す

るものは、助成金の交付の対象としない。 

（１）新たに現況地盤面より掘り下げて土地利用を行った建築物

（２）「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」の対象となった

建築物

（３）浸水被害を拡大させる恐れのある半地下駐車場

（助成額）

第４条 助成額は、下記表左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる額を限度と

し、同表右欄に掲げる額とする。ただし、助成額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。



（助成金の交付申請）

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、関係書類

を添付し、防水板設置等工事助成金交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」

という。）を区長に提出しなければならない。

（助成金の交付決定）

第６条 区長は、前条の申請があったときは、交付申請書および関係書類を審査の

うえ、速やかに助成金の交付決定を行い、防水板設置等工事助成金交付決定通知書

（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。

（工事内容等の変更申請）

第７条 申請者は、助成金の交付決定後において、防水板設置等工事助成金交付申

請の内容に変更が生じた場合は、関係書類を添付し、防水板設置等工事助成金交付

変更申請書（第３号様式。以下「変更申請書」という。）を区長に提出しなければ

ならない。

（助成金の交付変更決定）

第８条 区長は、前条の申請があったときは、変更申請書および関係書類を審査の

うえ、速やかに助成金の交付変更決定を行い、防水板設置等工事助成金交付変更決

定通知書（第４号様式）により、申請者に通知するものとする。

（工事完了の報告）

第９条 申請者は、防水板設置等工事が完了したときは、直ちに工事完了届（第５

号様式）を区長に提出しなければならない。

（助成金の交付）

第 10 条 区長は、工事完了届を受理したときは、工事完了の確認を行い、適当と認

めたときは、申請者に請求書（第６号様式）を提出させ、助成金を交付する。

区   分 限  度  額 助  成  額

個

人

品川区に住民登録をしている

個人

１００万円 防水板設置等工事に要した費用の４分の３

その他の個人 ５０万円 防水板設置等工事に要した費用の４分の３

法

人

申請日より１年以上前から品

川区内に本店または支店等の

登記をしている法人

１００万円 防水板設置等工事に要した費用の２分の１

その他の法人 ５０万円 防水板設置等工事に要した費用の 2 分の１



（助成決定の取消し等）

第 11 条 区長は、第６条の交付決定、第８条の交付変更決定により助成金の交付を

受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取消し、ま

た既に交付した助成金を返還させることができる。

  （１）偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

（２）正当な理由がなく、防水板設置等工事を著しく遅延し、完了の見込みが

ないと認められるとき。

（３）その他区長が必要と認めたとき。

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取消したときは、防水板設置

等工事助成金交付決定取消通知書（第７号様式）により、申請者に通知するものと

する。

（補則）

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については、品川区補助金等

交付規則（昭和３９年品川区規則第４号）を適用する。

（委任）

第 13 条 この要綱の施行について必要な事項は、別に防災まちづくり部長が定める。

付則

この要綱は、昭和６２年６月２６日から適用する。

付則

この要綱は、平成１２年 ９月 ４日から適用する。

付則

この要綱は、平成１５年 ４月 １日から適用する。

付則

この要綱は、平成２１年 ４月 １日から適用する。

付則

この要綱は、平成２６年 ４月 １日から適用する。

付則

この要綱は、平成２７年 ４月 １日から適用する。


